
目 次

◇ 規 則 鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 (１) (子ども家庭課) １

規 則

鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する｡

平成15年１月６日

鳥取県知事 片 山 善 博

鳥取県規則第１号

鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

第１条 鳥取県児童福祉法施行細則 (平成３年鳥取県規則第20号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動条｣ という｡) に対応する

同表の改正後の欄中条の表示に下線が引かれた条 (以下この条において ｢移動後条｣ という｡) が存在する場

合には､ 当該移動条を当該移動後条とし､ 移動後条に対応する移動条が存在しない場合には､ 当該移動後条

(以下この条において ｢追加条｣ という｡) を加える｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分 (条の表示を除く｡ 以下この条において ｢改正部分｣ という｡)

……………………
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公布された規則のあらまし

◇鳥取県児童福祉法施行細則の一部を改正する規則

１ 里親の認定等に関する省令に規定する里親の認定等を受けるために必要な申請書等の様式を定めること

とした｡ (第13条～第13条の８､ 様式第19号～様式第20号の７関係)

２ 認可外保育施設の設置の届出等のために必要な届出書等の様式を定めることとした｡(新第27条､ 第28条

～第30条､ 様式第39号～様式第42号関係)

３ その他所要の規定の整備を行うこととした｡

４ 施行期日等

(１) この規則は､ 公布の日から施行することとした｡

(２) 鳥取県事務処理権限規則について所要の改正を行うこととした｡

�����
平成15年１月６日(月)

号外第１号

毎週火･金曜日発行



に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分 (条の表示及び追加条を除く｡ 以下この条において ｢改正

後部分｣ という｡) が存在する場合には､ 当該改正部分を当該改正後部分に改め､ 改正部分に対応する改正後

部分が存在しない場合には､ 当該改正部分を削り､ 改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には､ 当

該改正後部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

目次

第１章～第４章 略

第５章 認可外保育施設の監督 (第27条－第30条)

第６章 雑則 (第31条)

附則

(趣旨)

第１条 この規則は､ 児童福祉法 (昭和22年法律第164

号｡ 以下 ｢法｣ という｡)､ 児童福祉法施行令 (昭

和23年政令第74号｡ 以下 ｢政令｣ という｡)､ 児童福

祉法施行規則 (昭和23年厚生省令第11号｡ 以下 ｢省

令｣ という｡) 及び里親の認定等に関する省令 (平

成14年厚生労働省令第115号｡ 以下 ｢里親省令｣ と

いう｡) の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る｡

(里親の認定の申請等)

第13条 里親省令第６条第１項 (里親省令第15条､ 第

17条及び第20条において準用する場合を含む｡) に

規定する申請書は､ 里親認定申請書 (様式第19号)

によるものとする｡

２ 知事は､ 前項の申請書の提出があった場合におい

て､ 里親としての認定をしたとき､ 又はしないこと

を決定したときは､ 当該申請者に書面をもって通知

するものとする｡

(里親の認定の取消しの申請)

第13条の２ 里親省令第８条第５号 (里親省令第15条､

第17条及び第20条において準用する場合を含む｡)

の規定による申請は､ 里親認定取消申請書 (様式第

20号) を提出してしなければならない｡

(里親の登録の申請)

第13条の３ 里親省令第９条 (里親省令第17条及び第

20条において準用する場合を含む｡) の規定による

申請は､ 里親登録申請書 (様式第20号の２) を提出

してしなければならない｡

目次

第１章～第４章 略

第５章 雑則 (第27条)

附則

(趣旨)

第１条 この規則は､児童福祉法 (昭和22年法律第164

号｡ 以下 ｢法｣ という｡)､ 児童福祉法施行令 (昭和

23年政令第74号｡ 以下 ｢政令｣ という｡) 及び児童

福祉法施行規則 (昭和23年厚生省令第11号｡ 以下

｢省令｣ という｡) の施行に関し必要な事項を定める

ものとする｡

(里親希望者の申出等)

第13条 省令第30条の規定による里親を希望する者の

申出は､ 里親申込書 (様式第19号) を提出してしな

ければならない｡

２ 知事は､ 前項の申込書の提出があった場合におい

て､ 里親として認定したときは､ 当該申出者に書面

をもって通知するとともに､ 里親登録簿 (様式第20

号) に登録するものとする｡
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(里親の登録の更新)

第13条の４ 里親省令第10条第２項 (里親省令第17条

及び第20条において準用する場合を含む｡) におい

て準用する里親省令第９条の規定による申請は､ 里

親登録更新申請書 (様式第20号の３) を提出してし

なければならない｡

(里親の登録の取消しの申請)

第13条の５ 里親省令第11条第３号 (里親省令第17条

及び第20条において準用する場合を含む｡) の規定

による申請は､ 里親登録取消申請書 (様式第20号の

４) を提出してしなければならない｡

(里親の登録事項の変更の届出)

第13条の６ 里親省令第13条第１項 (里親省令第17条

及び第20条において準用する場合を含む｡) の規定

による登録事項の変更の届出は､ 里親登録事項変更

届出書 (様式第20号の５) を提出してしなければな

らない｡

(事故の発生の届出)

第13条の７ 里親省令第13条第１項 (里親省令第15条､

第17条及び第20条において準用する場合を含む｡)

の規定による事故の発生の届出は､ 事故発生届出書

(様式第20号の６) を提出してしなければならない｡

(養育の継続が困難な旨の届出)

第13条の８ 里親省令第13条第２項 (里親省令第15条､

第17条及び第20条において準用する場合を含む｡)

の規定による届出は､ 児童養育継続困難届出書 (様

式第20号の７) を提出してしなければならない｡

第26条 略

第５章 認可外保育施設の監督

(認可外保育施設における事業開始の届出)

第27条 法第59条の２第１項の規定による届出は､ 認

可外保育施設事業開始届出書 (様式第39号) を提出

してしなければならない｡

(認可外保育施設の事業内容等の変更の届出)

第26条 略



第２条 鳥取県児童福祉法施行細則の一部を次のように改正する｡

様式第19号及び様式第20号を次のように改める｡

様式第19号 (第13条関係)

里親認定申請書

職 氏 名 様

養育

親族

�

里親の認定を受けたいので､ 里親の認定等に関する省令第６条第１項 (第15条において準用する
短期

専門

同令第６条第１項､ 第17条において準用する同令第６条第１項､ 第20条において準用する同令第６条第１項)

の規定により､ 次のとおり申請します｡

年 月 日

住 所

申請者 氏 名 �

氏 名 �

鳥 取 県 公 報 (号外)第１号平成15年１月６日 月曜日4

第28条 法第59条の２第２項前段の規定による届出は､

認可外保育施設変更事項届出書 (様式第40号) を提

出してしなければならない｡

(認可外保育施設の事業の廃止等の届出)

第29条 法第59条の２第２項後段の規定による届出は､

認可外保育施設事業廃止 (休止) 届出書 (様式第41

号) を提出してしなければならない｡

(認可外保育施設の運営状況の報告)

第30条 法第59条の２の５第１項の規定による報告は､

認可外保育施設運営状況報告書 (様式第42号) を提

出してしなければならない｡

第６章 雑則

第31条 略

第５章 雑則

第27条 略

申

請

者

フリガナ 年齢 性別 フリガナ 年齢 性別

氏 名 氏 名

職 業 職 業

健康状態 健康状態

住 所

電話番号 ファクシミリ番号



注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡

添付書類

１ 申請者及びその同居の家族の履歴書

２ 申請者の居住する家屋の平面図

様式第20号 (第13条の２関係)

里親認定取消申請書

職 氏 名 様

養育

親族

�

里親の認定の取消しを受けたいので､ 里親の認定等に関する省令第８条第５号 (第15条において
短期

専門

準用する同令第８条第５号､ 第17条において準用する同令第８条第５号､ 第20条において準用する同令第８

条第５号) の規定により､ 次のとおり申請します｡

年 月 日

郵便番号

住 所

申請者 氏 名 �

氏 名 �

電話番号

注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡
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申 請 者

フリガナ 年 齢 性 別

氏 名

フリガナ 年 齢 性 別

氏 名

認定の取消し

を希望する理

由

同
居
の
家
族

氏 名 年齢 性別 続柄 職 業 健康状態

里親になる

ことを希望

する理由



様式第20号の次に次の６様式を加える｡

様式第20号の２ (第13条の３関係)

里親登録申請書

職 氏 名 様

養育

短期

�

里親に係る登録を受けたいので､ 里親の認定等に関する省令第９条 (第17条において準用する同

専門

令第９条､ 第20条において準用する同令第９条) の規定により､ 次のとおり申請します｡

年 月 日

住 所

申請者 氏 名 �

氏 名 �

備考 ※印欄は､ 県で記入すること｡

注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡

様式第20号の３ (第13条の４関係)

里親登録更新申請書

職 氏 名 様

養育

短期

�

里親に係る登録を更新したいので､ 里親の認定等に関する省令第10条第２項 (第17条において準

専門

用する同令第10条第２項､ 第20条において準用する同令第10条第２項) において準用する里親省令第９条の

規定により､ 次のとおり申請します｡

年 月 日

住 所
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登録年月日 ※ 年 月 日

登録番号

※

登録番号

※

申

請

者

フ リ ガ ナ 性別 フリガナ 性別

氏 名 氏 名

生 年 月 日 年 月 日 生年月日 年 月 日

住 所

電 話 番 号 ファクシミリ番号

認定年月日 年 月 日



申請者 氏 名 �

氏 名 �

備考 ※印欄は､ 県で記入すること｡

注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡

様式第20号の４ (第13条の５関係)

里親登録取消申請書

職 氏 名 様

養育

短期

�

里親に係る登録の取消しを受けたいので､ 里親の認定等に関する省令第11条第３号 (第17条おい

専門

て準用する同令第11条第３号､ 第20条において準用する同令第11条第３号) の規定により､ 次のとおり申請

します｡

年 月 日

郵便番号

住 所

申請者 氏 名 �

氏 名 �

電話番号

注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡

様式第20号の５ (第13条の６関係)
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更新年月日 ※ 年 月 日

申 請 者

フリガナ 年 齢 性 別

氏 名

フリガナ 年 齢 性 別

氏 名

登録の取消し

を希望する理

由

申

請

者

フ リ ガ ナ 性別 フリガナ 性別

氏 名 氏 名

生 年 月 日 年 月 日 生年月日 年 月 日

住 所

電 話 番 号 ファクシミリ番号

認定年月日 年 月 日



里親登録事項変更届出書

職 氏 名 様

養育

短期

�

里親に係る登録を受けている事項について下記のとおり変更があったので､ 里親の認定等に関す

専門

る省令第13条第１項 (第17条において準用する同令第13条第１項､ 第20条において準用する同令第13条第１

項) の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

年 月 日

郵便番号

住 所

フリガナ

届出者 氏 名 �

電話番号

記

注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡

様式第20号の６ (第13条の７関係)

事故発生届出書

職 氏 名 様

養育

親族

�

里親として養育している児童について下記のとおり事故があったので､ 里親の認定等に関する省
短期

専門

令第13条第１項 (第15条において準用する同令第13条第１項､ 第17条において準用する同令第13条第１項､

第20条において準用する同令第13条第１項) の規定により届け出ます｡
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変 更 事 項

変 更 前

変 更 後

変 更 年 月 日 年 月 日



年 月 日

郵便番号

住 所

フリガナ

届出者 氏 名 �

電話番号

記

注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡

様式第20号の７ (第13条の８関係)

児童養育継続困難届出書

職 氏 名 様

養育

親族

�

里親として児童の養育を継続することが困難となったので､ 里親の認定等に関する省令第13条第
短期

専門

２項 (第15条において準用する同令第13条第２項､ 第17条において準用する同令第13条第２項､ 第20条にお

いて準用する同令第13条第２項) の規定により､ 次のとおり届け出ます｡

年 月 日
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事故のあった

児童

フリガナ 年 齢 性 別

氏 名

養育を開始し

た年月日
年 月 日

事故の発生し

た日時

事故の発生し

た状況

事故発生後の

対処の状況

児童の現在の

状況



郵便番号

住 所

フリガナ

届出者 氏 名 �

フリガナ

氏 名 �

電話番号

注 氏名を自署する場合には､ 押印を省略することができる｡

様式第38号の次に次の４様式を加える｡

様式第39号 (第27条関係)

認可外保育施設事業開始届出書

職 氏 名 様

認可外保育施設の事業を開始しましたので､ 児童福祉法第59条の２第１項の規定により､ 次のとおり届け

出ます｡

郵便番号

住 所

(団体にあっては､ 主たる事務所の所在地)

フリガナ

届出者 氏 名 �

(団体にあっては､ 名称及び代表者の氏名)

電話番号
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養育している

児童

フリガナ 年 齢 性 別

氏 名

フリガナ 年 齢 性 別

氏 名

養育を継続す

ることが困難

となった日

年 月 日

養育を継続す

ることが困難

となった理由

施

設

名 称

所 在 地

電 話 番 号



鳥 取 県 公 報 (号外)第１号平成15年１月６日 月曜日 11

設

置

者

氏名 (団体にあっ

ては､ 名称及び代

表者の職氏名)

住所 (団体にあっ

ては､ 主たる事務

所の所在地)

管
理
者

氏 名

住 所

事業開始年月日 年 月 日

建
物
そ
の
他
の
設
備
の
概
要

室 名 保 育 室 調 理 室 便 所 そ の 他 合 計

室 数

面 積

室

㎡

室

㎡

室

㎡

(便器 個)

室

㎡

室

㎡

建 物 の 構 造 木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・その他 ( )

建 物 の 形 態
専用建物・個人住宅・集合住宅・事務所ビル・その他 (

)

開
所
時
間
等

開所時間

平 日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

土曜日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

日曜日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

祝 日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

休 所 日

入

所

定

員

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児

４歳から

就学前ま

での幼児

合 計

定 員 人 人 人 人 人 人

契約により保育を

行っている乳幼児

の人数 人 人 人 人 人 人

提供するサー

ビスの内容

(該当する項

目を○で囲み､

括弧内に対象

年齢を記入す

ること｡)

１ 月極契約 (乳幼児の保護者と月単位で契約し､ 継続的に保育サービス

を提供するもの) ( 歳から 歳まで)

２ 一時預かり (乳幼児の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し､

保育サービスを提供するもの) ( 歳から 歳まで)

３ 夜間保育 (午後８時を超えて保育を実施し､ かつ､ 宿泊を伴わないサー

ビスを提供するもの) ( 歳から 歳まで)

４ 24時間保育 (24時間いずれの時間帯であっても保育サービスを提供す

るもの) ( 歳から 歳まで)

(１) 施設長
(２) 保育従事者

((１)を除く｡)

(３) その他の職員

((１)及び(２)を除

く｡)

(４) 合計 ((１)＋

(２)＋(３))
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届出日

の前日

におい

て保育

に従事

してい

る職員

の資格

の有無

等

常勤・非常勤
常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

１ 保育士

２ 看護師

３ その他

( )

４ 無資格

(施設長が保

育業務に従事

している場合

のみ記入する

こと｡)

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

(１) 保育士又は看護師の資格を有する職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

(２) (１)以外の職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

届
出
日
の
前
日
に
お
い
て
保
育
に
従
事
し
て
い
る
職
員
の
配
置
数
及
び
勤
務
体
制
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保育に

従事す

る予定

である

職員の

資格の

有無等

(１) 施設長
(２) 保育従事者

((１)を除く｡)

(３) その他の職員

((１)及び(２)を除

く｡)

(４) 合計 ((１)＋

(２)＋(３))

常勤・非常勤
常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

１ 保育士

２ 看護師

３ その他

( )

４ 無資格

(施設長が保

育業務に従事

している場合

のみ記入する

こと｡)

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

(１) 保育士又は看護師の資格を有する職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

(２) (１)以外の職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
数
及
び
勤
務
体
制
の
予
定



注 届出日の前日において保育に従事している職員の配置数及び勤務体制に関する書類 (保育士又は看護師

の資格を有する職員及び保育士又は看護師の資格を有する職員以外の職員のそれぞれの１日の勤務延べ時

間数を８で除して得た数を記載すること｡) の添付をもって､ ｢届出日の前日において保育に従事している

職員の配置数及び勤務体制｣ 欄への記入に代えることができる｡
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時間帯別保育

乳幼児数 (届

出日の前日

(その日が休

所日である場

合には､ その

直前の休所日

でない日) の

午前８時から

翌日の午前８

時までに保育

を行った乳幼

児の人数につ

いて記載する

こと｡)

乳幼児

の区分

保育

時間帯

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児

４歳か

ら就学

前まで

の幼児

合 計

午前８時から

午前10時まで

午前10時から

正午まで

正午から午後

２時まで

午後２時から

午後４時まで

午後４時から

午後６時まで

午後６時から

午後８時まで

午後８時から

午後10時まで

午後10時から

午前０時まで

午前０時から

午前２時まで

午前２時から

午前４時まで

午前４時から

午前６時まで

午前６時から

午前８時まで

合 計

保育する乳幼

児に関する保

険の加入状況

加入している ・ 加入していない

加入している場合は､ 保険の種類､ 保険事故及び保険金額

( )

提携している

医療機関

名 称

所 在 地

電 話 番 号

提 携 内 容

１ 乳幼児の健康診断 (年 回)

２ 職員の健康診断 (年 回)

３ その他 ( )



添付書類

１ 保育サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項を記載した書類

２ 職員のうち保育士又は看護師の資格を有する者についての保育士登録証又は看護師免許証の写しその

他のその資格が確認できる書類

３ 保育する乳幼児に関する保険に加入している場合にあっては､ 保険会社との契約書の写し

様式第40号 (第28条関係)

認可外保育施設変更事項届出書

職 氏 名 様

認可外保育施設に係る届出事項を変更したので､ 児童福祉法第59条の２第２項前段の規定により､ 次のと

おり届け出ます｡

郵便番号

住 所

(団体にあっては､ 主たる事務所の所在地)

フリガナ

届出者 氏 名 �

(団体にあっては､ 名称及び代表者の氏名)

電話番号

添付書類 建物その他の設備の規模及び構造を変更した場合にあっては､ 変更前及び変更後の図面

様式第41号 (第29条関係)

認可外保育施設事業廃止 (休止) 届出書

職 氏 名 様

鳥 取 県 公 報 (号外)第１号平成15年１月６日 月曜日 15

施

設

名 称

所 在 地

電 話 番 号

事業開始年月日 年 月 日

変 更 事 項

変 更 前

変 更 後

変 更 理 由

変 更 年 月 日 年 月 日



認可外保育施設の事業を廃止 (休止) したので､ 児童福祉法第59条の２第２項後段の規定により､ 次のと

おり届け出ます｡

郵便番号

住 所

(団体にあっては､ 主たる事務所の所在地)

フリガナ

届出者 氏 名 �

(団体にあっては､ 名称及び代表者の氏名)

電話番号

様式第42号 (第30条関係)

認可外保育施設運営状況報告書

職 氏 名 様

認可外保育施設の運営状況について､ 児童福祉法第59条の２の５第１項の規定により､ 次のとおり報告し

ます｡

郵便番号

住 所

(団体にあっては､ 主たる事務所の所在地)

フリガナ

報告者 氏 名 �

(団体にあっては､ 名称及び代表者の氏名)

電話番号

鳥 取 県 公 報 (号外)第１号平成15年１月６日 月曜日16

施

設

名 称

所 在 地

電 話 番 号

事 業 開 始 年 月 日 年 月 日

廃止 (休止) 年月日 年 月 日

廃止 (休止) の理由

事業再開予定年月日

(休止の場合にのみ

記入すること｡ )

年 月 日

施

設

名 称

所 在 地

電 話 番 号
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設

置

者

氏名 (団体にあっ

ては､ 名称及び代

表者の職氏名)

住所 (団体にあっ

ては､ 主たる事務

所の所在地)

管
理
者

氏 名

住 所

事業開始年月日 年 月 日

建
物
そ
の
他
の
設
備
の
概
要

室 名 保 育 室 調 理 室 便 所 そ の 他 合 計

室 数

面 積

室

㎡

室

㎡

室

㎡

(便器 個)

室

㎡

室

㎡

建 物 の 構 造 木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造・その他 ( )

建 物 の 形 態
専用建物・個人住宅・集合住宅・事務所ビル・その他 (

)

開
所
時
間
等

開所時間

平 日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

土曜日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

日曜日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

祝 日 時 分から 時 分まで ・ 24時間

休 所 日

入

所

定

員

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児

４歳から

就学前ま

での幼児

合 計

定 員 人 人 人 人 人 人

契約により保育を

行っている乳幼児

の人数 人 人 人 人 人 人

提供するサー

ビスの内容

(該当する項

目を○で囲み､

括弧内に対象

年齢を記入す

ること｡)

１ 月極契約 (乳幼児の保護者と月単位で契約し､ 継続的に保育サービス

を提供するもの) ( 歳から 歳まで)

２ 一時預かり (乳幼児の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し､

保育サービスを提供するもの) ( 歳から 歳まで)

３ 夜間保育 (午後８時を超えて保育を実施し､ かつ､ 宿泊を伴わないサー

ビスを提供するもの) ( 歳から 歳まで)

４ 24時間保育 (24時間いずれの時間帯であっても保育サービスを提供す

るもの) ( 歳から 歳まで)

(１) 施設長
(２) 保育従事者

((１)を除く｡)

(３) その他の職員

((１)及び(２)を除

く｡)

(４) 合計 ((１)＋

(２)＋(３))
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報告日

の前日

におい

て保育

に従事

してい

る職員

の資格

の有無

等

常勤・非常勤
常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

１ 保育士

２ 看護師

３ その他

( )

４ 無資格

(施設長が保

育業務に従事

している場合

のみ記入する

こと｡)

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

(１) 保育士又は看護師の資格を有する職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

(２) (１)以外の職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

報
告
日
の
前
日
に
お
い
て
保
育
に
従
事
し
て
い
る
職
員
の
配
置
数
及
び
勤
務
体
制
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保育に

従事す

る予定

である

職員の

資格の

有無等

(１) 施設長
(２) 保育従事者

((１)を除く｡)

(３) その他の職員

((１)及び(２)を除

く｡)

(４) 合計 ((１)＋

(２)＋(３))

常勤・非常勤
常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

常勤

人

非常勤

人

１ 保育士

２ 看護師

３ その他

( )

４ 無資格

(施設長が保

育業務に従事

している場合

のみ記入する

こと｡)

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

保育士

人

看護師

人

調理員

人

その他

( )

人

(１) 保育士又は看護師の資格を有する職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

(２) (１)以外の職員

職名
勤務の

形態
勤 務 時 間 帯

勤務

時間

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

常 勤
・
非常勤

６時 ８時 10時 12時 14時 16時 18時 20時 22時 24時 ２時 ４時

勤務時間の合計 ( ) 時間 ÷ ８時間 ＝ ( ) 人 勤務時間の合計

保
育
に
従
事
す
る
職
員
の
配
置
数
及
び
勤
務
体
制
の
予
定
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時間帯別保育

乳幼児数 (報

告日の前日

(その日が休

所日である場

合には､ その

直前の休所日

でない日) の

午前８時から

翌日の午前８

時までに保育

を行った乳幼

児の人数につ

いて記載する

こと｡)

乳幼児

の区分

保育

時間帯

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児

４歳か

ら就学

前まで

の幼児

合 計

午前８時から

午前10時まで

午前10時から

正午まで

正午から午後

２時まで

午後２時から

午後４時まで

午後４時から

午後６時まで

午後６時から

午後８時まで

午後８時から

午後10時まで

午後10時から

午前０時まで

午前０時から

午前２時まで

午前２時から

午前４時まで

午前４時から

午前６時まで

午前６時から

午前８時まで

合 計

保育する乳幼

児に関する保

険の加入状況

加入している ・ 加入していない

加入している場合は､ 保険の種類､ 保険事故及び保険金額

( )

提携している

医療機関

名 称

所 在 地

電 話 番 号

提 携 内 容

１ 乳幼児の健康診断 (年 回)

２ 職員の健康診断 (年 回)

３ その他 ( )

乳幼児の健康

診断

１ 実施している

(１) 施設において実施

(２) 診断書の提出により確認

(３) 母子健康手帳により確認



注 報告日の前日において保育に従事している職員の配置数及び勤務体制に関する書類 (保育士又は看護師

の資格を有する職員及び保育士又は看護師の資格を有する職員以外の職員のそれぞれの１日の勤務延べ時

間数を８で除して得た数を記載すること｡) の添付をもって､ ｢報告日の前日において保育に従事している

職員の配置数及び勤務体制｣ 欄への記入に代えることができる｡

添付書類

１ 保育サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項を記載した書類

２ 職員のうち保育士又は看護師の資格を有する者についての保育士登録証又は看護師免許証の写しその

他のその資格が確認できる書類

３ 保育する乳幼児に関する保険に加入している場合にあっては､ 保険会社との契約書の写し

附 則

(施行期日)
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(４) その他 ( )

２ 実施していない

職員の健康診

断

１ 実施している

(１) 施設において実施

(２) 診断書の提出により確認

(３) その他 ( )

２ 実施していない

給食の実施状

況

１ 実施している

(１) 施設内で調理している

(２) 外部から搬入している

(３) その他 ( )

２ 実施していない

調理員及び調乳担当

職員の検便の実施

１ 実施している (毎月実施・その他 ( ))

２ 実施していない

保
護
者
と
の
連
絡
調
整

施設広報の作成
１ 作成している (毎週発行・毎月発行・その他 ( ))

２ 作成していない

連絡帳の作成
１ 作成している

２ 作成していない

緊急連絡表の作

成

１ 作成している

２ 作成していない

献立表の作成及

び配布 (給食を

実施している施

設のみ記入する

こと｡)

１ 作成している (毎週作成・毎月作成・その他)

２ 作成していない

防

災

措

置

消 防 設 備
有・無

消防設備の種類 消火器・その他 ( )

消 防 計 画 有・無

避難消火訓練の

実施

１ 実施している (年 回)

２ 実施していない



１ この規則は､ 公布の日から施行する｡

(鳥取県事務処理権限規則の一部改正)

２ 鳥取県事務処理権限規則 (平成８年鳥取県規則第32号) の一部を次のように改正する｡

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める｡

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える｡
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改 正 後 改 正 前

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第10条

関係)

個別事項に係る事務処理権限

別表第２ (第３条､ 第４条､ 第５条､ 第６条､ 第10条

関係)

個別事項に係る事務処理権限

所

属

名

事 項 事 務 処 理 権 限 の 区 分

地方機
関の長
又は総
合事務
所の局
長の名
称

種 類 内 容 知事

専 決 権 者 委任決裁権者

部長 課長

地方機
関の長
又は総
合事務
所の局
長

部長 課長

地方機
関の長
又は総
合事務
所の局
長

略

子
ど
も
家
庭
課

一及び二 略

三 児童

福祉法

施行規

則 (昭

和23年

厚生省

令第11

号) に

基づく

知事の

権限に

属する

事務

(子ど

も家庭

課の所

掌事務

に係る

ものに

限る｡)

１ 全ての

事務

○ 児童相

談所長

三の二

里親の

認定等

に関す

る省令

(平成

14年厚

生労働

省令第

115号)

に基づ

く知事

の権限

に関す

る事務

１ 同令第

７条第１

項 (同令

第15条､

第17条及

び第20条

において

準用する

場合を含

む｡) の

規定によ

る調査

○ 児童相

談所長

２ 同令第

13条第2

項 (同令

第15条､

第17条及

び第20条

において

準用する

場合を含

む｡) の

規定によ

る養育の

継続が困

難な旨の

届出の受

理

○ 児童相

談所長

３ １及び

２に掲げ

るもの以

外のもの

○

所

属

名

事 項 事 務 処 理 権 限 の 区 分

地方機
関の長
又は総
合事務
所の局
長の名
称

種 類 内 容 知事

専 決 権 者 委任決裁権者

部長 課長

地方機
関の長
又は総
合事務
所の局
長

部長 課長

地方機
関の長
又は総
合事務
所の局
長

略

子
ど
も
家
庭
課

一及び二 略

三 児童

福祉法

施行規

則 (昭

和23年

厚生省

令第11

号) に

基づく

知事の

権限に

属する

事務

(子ど

も家庭

課の所

掌事務

に係る

ものに

限る｡)

１ 同規則

第27条の

規定によ

る措置変

更等の届

出の受理

○ 児童相

談所長
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三の三

里親が

行う養

育に関

する最

低基準

(平成

14年厚

生労働

省令第

116号)

に基づ

く知事

の権限

に関す

る事務

１ 同令

第２条

第１項

の規定

による

指導又

は助言

○ 児童相談

所長

２ 同令

第14条

の規定

による

報告の

受理

○ 児童相談

所長

四～十四 略

略

四～十四 略

略
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